
 

 

静岡県 ・ 島田市 

平成 27 年 11 月 

旧金谷中学校跡地活用に係る 

アイデアコンペ 募集要項 



 

【 目 次 】 

 

 １ 趣旨 ……………………………………………………………Ｐ１ 

 ２ 提案内容と提出物 ……………………………………………Ｐ２ 

 ３ 応募作品の提出方法等 ………………………………………Ｐ３ 

 ４ 参加資格 ………………………………………………………Ｐ４ 

 ５ 賞 ………………………………………………………………Ｐ４ 

 ６ 審査 ……………………………………………………………Ｐ４ 

 ７ 提案の取扱い …………………………………………………Ｐ５ 

 ８ 個人情報の取扱 ………………………………………………Ｐ５ 

 ９ 著作権等 ………………………………………………………Ｐ５ 

10 スケジュール …………………………………………………Ｐ６ 

11 質疑応答 ………………………………………………………Ｐ６ 

12 参考資料 ………………………………………………………Ｐ６ 

13 主催者 …………………………………………………………Ｐ７ 

 

 

（参考様式） 

 

 ・事前登録票 ………………………………………………………Ｐ８ 

 ・応募作品提出票 …………………………………………………Ｐ９ 

 ・提案事項説明書 …………………………………………………Ｐ10 

 ・質問票 ……………………………………………………………Ｐ11 



 1

１ 趣旨 

 

アイデアコンペの対象区域である旧金谷中学校跡地（島田市金谷富士見町地内、面積約 5.5ha）は、

牧之原大茶園に囲まれた「お茶の郷」の東方約 800ｍに位置しており、富士山静岡空港に近接し、東

名・新東名高速道路との良好なアクセスや富士山の眺望など、好環境に恵まれ、高い活用可能性を有

しています。 

静岡県と島田市は、富士山静岡空港開港の効果を最大限に発揮し、静岡県の産業振興や地域振興、

空港の利用促進等を図るため、国内外との広域的な交流の展開を可能とする規模・機能を備えた施設

の整備について検討を重ねてきました。 

今回のアイデアコンペは、 “交流人口の拡大”、“賑わいの創出”、“茶文化の発信”といったテー

マを切り口に、 当区域の「場の力」を最大限に活かした民間活力によるテーマを実現するためのア

イデアについて幅広く提案を募集するものです。 

富士山静岡空港周辺地域の未来を見据え、静岡県の空の玄関口として相応しいまちづくりを進めて

いくために、高い活用可能性を有している当地において、どのような取組が必要なのか、そして、そ

れをどのように活かし、進めていくべきか、既成概念にとらわれない斬新かつ実現可能性の高い提案

を期待しています。 

 

＜旧金谷中学校跡地の位置と対象区域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お茶の郷 

JR 金谷駅 

JR 島田駅 

富士山静岡空港 

市道牧之原中講線 

今回提案対象区域 

（A=5.5ha） 
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２ 提案内容と提出物 

 

（１）提案内容 

提案対象区域である旧金谷中学校跡地の周辺地では、富士山静岡空港を核とした地域の賑わい創

出を図るため、「ティー」（お茶、茶畑）という、当地域にもともとある素晴らしい景観、観光資源

を活かすという視点で、「空港ティーガーデンシティ構想」が平成 22 年度に策定されています。ま

た、平成 25 年度には「ふじのくに茶の都しずおか構想」がまとめられ、近隣に立地する“お茶の

郷”を茶の都の拠点として活用していくなど、当地域における茶の歴史と文化を活かした交流の促

進や情報発信が期待されています。 

さらに、島田市においても「都市再生整備計画静岡空港隣接地区」において、空港隣接地域にお

けるヒトやモノ、情報などの交流を促す拠点として当区域を整備していくことで、周辺の交通イン

フラ整備と合わせた活力あるまちづくりを目指しているところです。 

 

このため、本アイデアコンペでは、上記の地域づくりの方向性などを踏まえた上で、 

“交流人口の拡大”、“賑わいの創出”、“茶文化の発信”の３つのテーマのいずれかを切り口に、民

間活力によりテーマを実現するためのプロジェクトのコンセプトや仕組み・仕掛け、必要となる施

設機能等について、幅広く提案を求めます。 

 

 

 応募作品、若しくは提案事項説明書において、以下の４つの事項を全て含めて記載・表現してくだ

さい。 

 

① テーマを実現するためのプロジェクトのコンセプト 

  （キャッチフレーズやセールスポイント、その背景） 

② コンセプトを踏まえたプロジェクトの方針や仕組み・仕掛け 

（ソフト的な視点からの具体的な方策等） 

③ プロジェクトの方針や仕組み・仕掛けを促進するために必要となる施設の機能等 

※複数の機能を有する施設の提案も可能です。 

※施設の整備、管理・運営を行っていく上で必要となる付帯機能の提案も可能です。 

④ 周辺地域への波及効果 

（既存の周辺施設との連携や相乗効果として想定しているもの等） 

 

なお、対象区域全体（約 5.5ha）に対して民間活力による仕組み・仕掛けを図るための提案を基

本としますが、民間活力により導入する機能との相乗効果が期待される行政（官）による施設整備

等を含めた、複合的な施設を提案することも可能とします。 

 

 

（２）提出物 

  ①応募作品 

   A1 判パネル（594mm×841mm）1 枚に提案内容をレイアウト、表現したもの。 

表現方法は問いませんが、提案をイメージしやすいように、なるべく視覚的に表現してくだ

さい。 

※縦・横の使用方法は自由ですが、片面で使用してください。 
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※紙質は自由ですが、入賞作品等は展示を予定していますので、パネルに入れたり、ボードに

貼り付けるなど耐久性に配慮してください。（パネルやボードの厚さは 10mm 以内とします。） 

 

②応募作品提出票（様式２：A4 判）（本要項の P９） 

 

  ③提案事項説明書（様式３：A4 判）（本要項の P10） 

「作品タイトル」と「提案の視点」について、文章中心の表現で記載してください。 

（見やすさや理解を深めるために、図表等を使用することは可能です。） 

 

  ④電子データ 

    上記①③をデータ化し、CD-R または DVD-R に記録したもの。 

    データ化のフォーマット形式は、PDF または JPEG とします。 

 

 

３ 応募作品の提出方法等 

 

（１） 事前登録（応募意向の提示） 

応募作品の提出や審査の事務を適正に行うため、以下により事前登録を行ってください。 

事務局から事前登録番号を応募希望者に付与することをもって登録完了とします。 

＜登録期間＞ 

平成 27 年 11 月 16 日（月）～平成 27 年 12 月 18 日（金） 

＜提出方法＞ 

様式１（本要項の P８）により、事前登録票を Email 又は郵送により以下の送付先まで送

付、または直接持参してください。 

＜送付先＞ 

静岡県 企画広報部 政策企画局 地域政策課 

住 所  〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

Email  chiiki@pref.shizuoka.lg.jp 

 

（２） 応募作品の提出 

＜提出期間＞ 

平成 28 年１月５日（火）～２月５日（金） 

＜提出方法＞ 

「２（２）提出物（本要項の P２）」に定めた提出物を、以下の提出先までお送りいただくか、

直接御持参ください。 

＜提出先＞ 

 島田市 市長戦略部 戦略推進課 

住 所  〒427-8501 静岡県島田市中央町１番の１ 

  電 話  0547-36-7406 

※直接御持参いただく場合は、事前に電話連絡をしてください。 

  受付時間は、月曜日～金曜日（祝日除く）9：00～17：00 の間とします。 

 ※事前登録先とは提出先が異なりますので、御注意ください。 
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（３） その他 

① 使用言語は日本語とします。 

② 応募作品の損傷が著しいなど、審査に堪えられない場合は再提出を求める場合があります。 

③ 文章等は、読みやすいように配慮してください。判読不能の場合は、審査を行わない場合が

あります。 

④ 応募された作品は返却しません。また、提出後の作品の加筆・修正は一切認めません。 

⑤ 応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。 

⑥ 同一の個人、同一のグループ等による複数の応募はできません。 

⑦ 審査において匿名性を確保するため、応募作品には応募者や所属等が特定できる内容の記載

やサインを入れないでください。 

⑧ 提案に当たっては、土地所有者等の権利者の名誉を傷つけるような表現は避けてください。 

⑨ 以下の事項に該当する作品については、審査対象から除外します。 

また、入選発表後であっても、入賞の取消や賞の返却を求める場合があります。 

 応募作品提出票（様式２）の記載内容に明らかな虚偽があるもの。 

 既に発表された作品と同一または類似のもの、あるいは著作権等、知的財産権の侵

害であることが明確となったもの。 

 

 

４ 参加資格 

 

  個人、グループ、企業、団体いずれも応募できます。国籍、年齢、資格等も問いません。 

   ※グループ、企業、団体（以下「グループ等」）で応募する場合、その共同提案者は、１つの

グループ等のみでの応募としてください。 

 

 

５ 賞 

 

 審査により、優秀賞１点（賞金 30 万円）他、佳作等数点を決定し、賞を授与します。 

  なお、賞の選定作品数、賞金額等は審査委員の意見等を基に変更する場合があります。 

  ※入選者が未成年者の場合の賞金の受け渡しについては、保護者の方と相談させていただきます。 

 

 

６ 審査 

 

（１）審査委員 

   有識者、行政関係機関等から審査委員を選出します。 
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（２）審査の流れ 

審査種別 日程（予定） 内   容 

一般投票 
平成 28 年 

２月中旬頃 

全応募作品を島田市内の公共施設等で公開し、一般の方からの投

票を行います。 

投票の結果は、審査における参考とします。 

※投票期間や会場等の実施方法の詳細は、後日、静岡県及び島田市の

ホームページでお知らせします。 

審 査 
平成 28 年 

２月下旬頃 

審査委員により、応募作品及び提案事項説明書の書面審査を行い、

入賞作品を決定します。 

※一般投票の結果も参考とします。 

 ※審査の流れは、応募作品数や審査委員の意見を基に変更する場合があります。 

 

（３）審査結果の公表等 

   入賞作品の提案者には、後日、表彰を行います。（３月中旬頃予定） 

また、入賞作品は、静岡県及び島田市ホームページへの掲載、島田市役所等での展示を予定し

ています。 

なお、審査結果についてのお問合せには応じられないほか、審査委員の決定事項に異議を申し

立てることはできません。 

 

 

７ 提案の取扱い 

 

  提案された内容の全体または一部は、今後、静岡県や島田市が行う旧金谷中学校跡地における土

地活用検討の参考とさせていただきます。 

 

 

８ 個人情報の取扱 

 

  本アイデアコンペの実施に係る個人情報については、「静岡県個人情報保護条例」、「島田市個人

情報保護条例」に基づき、適切に取り扱います。 

 

 

９ 著作権等 

 

  応募作品の著作権は応募者、使用権は主催者に帰属します。 

・ 主催者及び事務局は、本アイデアコンペの趣旨の範囲内で著作権者名を明示した上で、

報告書、記者発表資料、作品集、静岡県及び島田市のホームページ等を通じて、応募作

品及び提案されたアイデア、情報等を公表できるものとします。 
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・ 全ての応募作品及びその著作権等の知的財産権の全てまたは一部は、主催者及び事務局

により対象区域の今後の計画に使用することがあります。ただし、使用に当たっては著

作権者の許可なく使用できるものとします。 

 

 

10 スケジュール 

 

・ 事前登録期間……………… 平成 27 年 11 月 16 日（月）～ 平成 27年 12 月 18 日（金）

・ 質問受付期間……………… 平成 27 年 11 月 16 日（月）～ 平成 27年 12 月 11 日（金）

・ 応募作品の提出期間……… 平成 28 年１月５日（火） ～ 平成 28 年２月５日（金） 

・ 一般投票…………………… 平成 28 年２月中旬（予定） 

・ 審 査……………………… 平成 28 年２月下旬（予定） 

・ 表彰式……………………… 平成 28 年３月中旬（予定） 

 

 

11 質疑応答 

 

応募要項に関して不明な点がございましたら、以下の方法で質問をお寄せください。 

質問内容及び回答は、適宜、静岡県及び島田市のホームページ上に掲載し、平成 27 年 12 月中旬

に最終回答を静岡県及び島田市のホームページ上で公表する予定です。 

また、最終回答の公表をもって、本募集要項の追加、修正及び解釈に関する補足とします。 

   ＜受付期間＞ 

    平成 27 年 11 月 16 日（月）～平成 27 年 12 月 11 日（金） 

   ＜提出方法＞ 

    様式４（本要項の P11）により、Email 又は郵送により送付先まで送付してください。 

＜送付先＞ 

静岡県 企画広報部 政策企画局 地域政策課 

住 所  〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

Email  chiiki@pref.shizuoka.lg.jp 

 

 

12 参考資料 

 

本要項に記載されている資料は、以下のウェブサイトを参考にしてください。（Ｈ27.11.11 時点） 

・「空港ティーガーデンシティ構想」 

    http://www.pref.shizuoka.jp /kikaku/ki-250/documents/tea-gerden-city-kousou.pdf 

・「ふじのくに茶の都しずおか構想」 

  https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-340/documents/chanomiyakokoso.pdf 

・「都市再生整備計画 静岡空港隣接地区」 

    http://www.city.shimada.shizuoka.jp/gairo/documents/toshisaisei_kuukou.pdf 
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13 主催者 

 

○ 静岡県 企画広報部 政策企画局 地域政策課 （事前登録及び質問の送付先） 

住 所  〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

Email  chiiki@pref.shizuoka.lg.jp 

 

○ 島田市 市長戦略部 戦略推進課 （応募作品の提出先） 

住 所  〒427-8501 静岡県島田市中央町１番の１ 

Email  senryakusuishin@city.shimada.lg.jp 

 



 8

（様式１） 

事前登録票 

提出年月日 平成  年 月 日 

 

旧金谷中学校跡地活用に係るアイデアコンペに応募したいので、事前登録します。 

 

＜個人での応募＞ 

氏 名（ふりがな）  

住  所  

電話番号  

FAX または Email  

職業・所属・部署名  

 

＜グループ等での応募＞ 

氏 名（ふりがな）  

住  所  

電話番号  

FAX または Email  

代
表
者
情
報 

職業・所属・部署名  

氏 名  

職業・所属・部署名  

氏 名  

職業・所属・部署名  

氏 名  

共
同
提
案
者
情
報 

職業・所属・部署名  

※グループ、企業、団体（「グループ等」という）で応募する場合は、代表者情報ならびに共同提案

者全員の情報を記載してください。（記載欄が足りない場合は複数枚で提出。） 

 

 

 

 

 

 

【以下 事務局処理欄】 

事前登録票 受付日  

事前登録番号  
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（様式２） 

応募作品提出票 

提出年月日：平成  年 月 日 

事前登録番号：         

 

募集要項の内容に同意し、下記の者が作成・提出した作品であることを証し、署名・捺印します。 

 

＜個人での提案＞ 

氏 名（ふりがな）                        印 

住  所  

電話番号  

FAX または Email  

職業・所属・部署名  

 

＜グループ等での提案＞ 

氏 名（ふりがな）                        印 

住  所  

電話番号  

FAX または Email  

代
表
者
情
報 

職業・所属・部署名  

氏 名                        印 

職業・所属・部署名  

氏 名                        印 

職業・所属・部署名  

氏 名                        印 

共
同
提
案
者
情
報 

職業・所属・部署名  

※グループ、企業、団体（「グループ等」という）で応募する場合は、代表者情報ならびに 

共同提案者全員の情報を記載してください。（記載欄が足りない場合は複数枚で提出。） 

 

※応募作品は、展示や作品集の発行などの方法により公開（電子メディアによる公開も含む）するこ

とを予定しています。公開する際は、応募作品と共に本票に記載の氏名、職業・所属・部署を公表

することがあります。その他の個人情報については、本コンペに関することにのみ使用し、他の目

的には使用しません。 

 
◇応募作品の著作権等の登録状況、使用実績、第三者への利用承諾等がある場合は記載してください。 
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（様式３） 

提案事項説明書 

提出年月日：平成  年 月 日 

事前登録番号：         

 

＜作品タイトル＞ 

 

 

 

＜提案事項等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

１ この様式は参考です。「作品タイトル」と「提案事項」の記載があれば様式は自由です。 

２ お送りいただいた PDF ファイルをそのまま印刷して、審査会資料等に使用する予定です。 

３ 段組みの設定は自由です。図表の使用も可能ですが、文章中心の表現で記載してください。 

４ 余白は各辺 25mm 以上を確保してください。 

５ 文字のフォントは 10ポイント以上とし、特殊なフォントはファイルに埋め込んでください。 

６ 適切な行間・字間を確保してください。 
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（様式４） 

質問票 

提出年月日 平成  年 月 日 

 

質問しようとする方は、この様式で、以下の送付先まで送付してください。 

＜受付期間：平成 27 年 11 月 16 日（月）～平成 27 年 12 月 11 日（金）＞ 

 

氏 名（ふりがな）  

住  所  

電話番号  

FAX または Email  

質問内容  

＜送付先＞ 

静岡県 企画広報部 政策企画局 地域政策課 

住 所  〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

Email  chiiki@pref.shizuoka.lg.jp 

 


